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は じ め に

1894年,フ ラ ンス の公 法 学 者A,エ ス マ ン(A.Es皿ein)は,「 二 つ の統 治形

態(Deuxformesdegouvernement)」 と題 す る論 文 に おい て,現 代 の代 表 制
ユラ

は 「もはや直接民主主義の代替物にほかな らず」「選挙民の多数の意思によって

表明された国民の実在的意思をできるかぎり正確に表明 し実行す るとい う,た
　ラ

だ ひ とつ の 目的 を 追 う」 と述 べ,現 代 的 代 表 制(r6gimerepr6sentatifmoderne)

の 課 題 は,統 治 者 の 意 思 と被 統 治 者 の 意 思 の 同一 性 を確 保 す る こ とに あ る と指

摘 した 。 そ して エ ス マ ンは,現 代 的 代 表 制 が 基 礎 とす る理 念 は,既 に ル ソ ー

(Jean・JacquesRousseau)理 論 の中 にそ の 原 型 が 示 され て お り,フ ラ ンス革 命
み

期の民主主義者に よって継承されたものであると述べている。

原 稿 受 領 日1981年9月30日

1)A.Esmein,Deuxformesdegouvernement,Revuedudroitpublicetdela

sciencepolitiqueenFranceetal'6tranger,1894,t.1,p.15.

2)ibid.,p,16.

3)ibid.,p.25,ま た,カ レ ・ ド ・マ ル ベ ー ル は,1789年 人 権 宣 言 は こ の 理 念 に 基 礎 づ
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周知のように,ル ソーは 『社会契約論』の中で,「 主権 とは一般意思の行 使
4♪5)

にほかな らない」 との前提のもとに,一 般意思たる法は,社 会契約当事者一
6)

個 人 と して み れ ぽ 市 民(citoyen),総 体 と してみ れ ぽ 人 民(peuple)一,の 直
7)

接的承認を経なけれぽならないと強調 していだ。ルソーに よれば,国 家意思決

定過程に,人 民が直接的に参加することによってのみ,統 治者の意思 と被統治
8)

者の意思が,そ の同一性を確保されることになるのであった。

このように,ル ソー理論によって示された直接参加の理念を追求する現代的

代表制はジフラソス1791年 憲法に よって定式化された 「古典的代表制r6gime
9)

repr6sentatifclassique」,別 名 「純 粋 代 表 制r6gimerepr6sentatifpur」 と 区 別

10)

さ れ,「 半 代 表 制r6gimesemi・repr6sentatif」 と よ ぼ れ る の が 通 例 で あ る 。 「純

け られ た もの と指摘 してい る。Carr6deMalberg,Consid6rationsth60riquessur

iaquestiondelacomblnaisondureferendumavecIeparlementarisme,

Revuedudroitpublic..,,1931,.t.48,p.234.

4)JeanJacquesRousseau,DuContratSocia1;ouPrincipesduDroitPoiitique,

(EuvresComp1さtesdeJ,-J.Rousseau,BibliothさquedelaPl6iade,1964,t.1正1,

p.368.

5)ibid.,p.386.

6)ibid,,p.326.

7)ibi4.,p.429-430.

8)ル ソ ーの 言葉 に よれ ば,法 に服 しな が ら 「しか も 自分 自身 に しか 服 従せ ず,以 前 と同

じよ うに 自 由で あ る」 とい う こと。 三b三d.,P.36α

9)「 純 粋 代 表制 」 とは,い わ ゆ る 「国民nation主 権 」 原理 に 立 脚 す る もので あ る。 「国

民nation主 権 」 とは,過 去 ・現 在 ・未 来 の人 民 に よっ て構 成 され る超 歴 史 的 ・抽象

的 存 在 と して の 「国 民 ロation」 に主 権 を 帰 属 させ る もの で あ るが,こ の よ うな 「国

民 」 は 自己 の 意 思 を 語 る 口を 持 た な い か ら,自 己 に代 る具 体 的 人格(=「 代 表」)を

通 して 語 るほ か な い。 代 表 は 「国 民 」 に代 っ て意 欲 し語 り うる唯 一 の存 在 で あ る。 し

た が って,代 表 に よ って表 明 され る意 思が 主 権 的 意 思で あ り,他 の 一切 の意 思(た と

え,そ れ が 実 在 す る人 民 の多 数 の意 思 で あ っ て も)は これ に 従 属す る もの とな り,代

表 を拘 束 す る こ とは許 され な い 。 な お,詳 し くは 以下 を 参 照 。杉 原 泰 雄 『国 民 主権 の

研 究』・1971年 ・314頁 以 下 。 拙 稿 「『命 令 的 委任 』に 関 す る若 干 の考 察 」 『一 橋論 叢 』

第78巻 第6号 ・97頁 以 下 。

10)代 表 的 論 老 と して以 下 参 照 。Carr6deMalberg,Contributio皿alath60rieg6飴rale

deP亘tat,1922,t.II,p.381ets.L60nDuguit,Trait6dedroitconstitutionne1,

3e6d.,1928,t.II,p,412ets.M.且Fabre,Principesr6publ{cainsdedroit

constitutionne1,2e6d,,1970ダp.206ets.G.Burdeau,Droitconstitutionnelet

institutionspolit1ques,18e6d.,1977,P.130ets.,etc.

但 し,こ うした論者の中に も;「 半代表制の理解の しかたについては,か な りの相
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粋 代 表 制 」 は,人 民 の実 在 す る意 思 と切 断 され た 「代 表repr6sentant」(す な

わ ち 国民 議 会)の 意 思 を もっ て 「国 民nation」 の 意 思 とみ な し,代 表 の 国 家 意
11)

思決定権を阻害す るような一切の拘束を排除する点に特色をもつ。すなわち,

代表 の意思は,実 在する人民の意思に優位するのである。 このような代表制の
12)

反民主的性格は明らかであり,「選挙に よる寡頭制」 ともよばれる所以である。

これに対 し,「半代表制」は,人 民の直接的参加によって可能な限 り 「よ り民
13)7

主的な代表制」を実現しようとす るものであった。そして現代における直接参

加の主たる形態が国民投票とい う制度にあることを想えば,
14)

は国民投票制度の中に存する」 とも評 され るのである。

「半代表制の本 質

ところで,国 民投票制度は,「半代表制」の民主的性格を支える核心的 な要
15)

素 と評価 される一方,「 民衆の熱狂の上にあ ぐらをか く独裁制」を導 く危 険 性

を もつとの批判もなされている。国民投票,そ して広 くはこれを支える直接民

主主義的理念がもつ独裁制擁護機能は,樋 口陽一教授によって次のように説明

され て い る。

「直接民主主義は また,議 会制民主主義を真向か ら否定 し,端 的な独裁制を

違 がみ られ る。 例 え ば エ ス マ ソ流 の二 分 法 に 対 し,フ ァー ブル の よ うに,「 純 粋代 表

制」,「半 代 表 制 」,「半 直接 制 」 とい う三 分 法 を 採 用 す る者 も多 い 。 ま た,カ レ ・ ド ・

マ ル ベ ール は,1922年 毅 階 では 「半代 表 制 」 を 「国民nation主 権 」 の枠 内 の もの と

考 え てい た よ うで あ る が,後 の論 文(注3)参 照)で は 「人 民peuple主 権 」 の系 譜

に 属す る もの と と らえ てい る。 しか しこの よ うな 相 違 点 は み と め られ る もの の,古 典

的 な 代 表 制 が 「国 民nation主 権 」 と結 合 してい る とす る点,お よび,現 代 的代 表 制

が 国 民 の 直接 参 加 の理 念 を 内 包す る もの と し,こ れ を 「半 代 表 」概 念 を用 い て理 解 し

よ うとす る点 で は,ほ ぼ一 致 して い る とい って よい。

な お,「 半 代 表 」 概 念 の 意義 お よび,そ の 代 表 的 見解 に 対 す る批 判 と して は,以 下

を参 照 。 樋 口陽 一 「現 代 の 『代 表 民 主制 』 に お け る直 接 民 主 制 的 諸 傾 向」 『議 会制 の

構 造 と動 態 』・1973年 ・33頁 以 下 。 杉原 泰 雄 「いわ ゆ る 『半 代 表 制 』(iegouverne・

mentsemi・repr6sentatif)の 構 造 につ い て 」『一 橋 論 叢 』 第65巻 第1号 ・50頁 以 下 。

11)注9)参 照 。

12)M.Pr610t,Institutionspolitiquesetdroitconstitutione1,1975,p.361.

13)Fabre,op.cit.,p.219.

14、Duguit,op.cit。,p.619.

10/J.L.タ ル モ ン著 ・市 川 泰 治 郎訳 『フ ラソ ス革 命 と左 翼 全 体 主 義 の 源流 』・1968年 ・7頁 。

タル モ ソは,ま た 次 の よ うに も批 判 して い る。 「直 接 的 で 不 可 分 な 民主 主 義 の 原則 と

全 員 一 致 に 対 す る期待 と の根 底 に,そ もそ も独裁 の可 能 性 が ふ くまれ て い る。 これ は

多 くの 人 民投 票 の歴 史 の示 す とこ ろ であ る」(同 ・53頁)。

'
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r民意』 に よって正当化するものとしてはたらくものともなる。 それはまず,

無定形な精神論 としてr投 票の機械的計算などにもとつかぬ真の 民 主 主 義』

r大衆のアクラマチオ』などを援用す ることに よってもっぱ ら議会制を攻撃 し,

具体的制度論 としても,議 会での多元的利害対立をとびこして 行 政 権 がr民

意』 との直結を援用 し,自 己の地位を強化するための ものとして作用する。 こ

うして,精 神論的な直接民主主義の反多数決 ロマソチズムと,制 度論 としての

直接民主主義の機械的多数決主義 との奇妙な結合によって,議 会制民主主義が
ユの

攻撃される」と。

た しかに,こ の指摘にもあるように,国 民投票制度を中核とする直接民主主

義的諸制度が,独 裁制を正当化するための大衆動員機能をい となむ危険性があ

ること自体は否定 しがたいとして も,し か し,統 治者の意思が無限定に被統治

者の意思 と同視 され,被 統治老の拘束か ら独立 しているような統治形態は 「圧
　

制的で自由に反する」 ものであるとするならば,ま た 「立法に参与す る国民の
ユの

権利は自由の最善の保障であ り,一 切の自由なる政治の基礎である」 とするな

らば,独 裁に奉仕することのない直接参加の諸制度を探求することが残 された

課題であるといい うるであろう。

以上のような問題状況をふまえつつ,本 稿はさしあた り検討 の対 象 を1789

年人権宣言に限定 して,こ れをめ ぐって展開された国民投票の思想をその依っ

て立つ主権原理 とのかかわ りにおいて考察しようとす るものである。

ところで,「 国民投票」とい う言葉は,し ぼ しぼ多義的に用い られている。

文字通 りには,国 民の投票行為一般を意味するようにも思われるが,通 常,①

最 も広義には 「議員その他の公務員の選挙以外の事項について,国 民一般が行
エの

う投 票 」 を 意 味 す る もの と され て い る。 ② 狭 義 に は,国 民 発 案(イ ニ シ アチ ヴ

initiative),国 民 解 職(リ コー ルrecall),国 民 拒 否(ヴ ェ トー ・ポ ピ ュ レール

16)樋 口陽 一 『比 較 憲 法 』・1977年 ・416頁 。

17)Joseph.Barth61emyetP。Duez,Trait6dedroitconstitutionnel,1933,p.88.

18)河 村 又 介 『国 民 主権 』・1955年 ・57頁 。 同様 に,ル ネ ・カ ピ タソは 「民 主主 義 は,本

質 的 には 市 民 に よる立 法 権 の直 接 的行 使 であ る」 と 述 べ て い る。(Ren6Cap量tant,

D6mocratieetparticipationpolitique,1972,p.9.)

19)『 新版 ・新 法 律 学 辞 典 』・1969年 ・有 斐 閣。
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7ヱ

vetopopulaire)と 区 別 さ れ た 国 民 表 決(レ フ ェ レ ン ダ ムreferendum)の 意 味

20)・

に用い られ,さ らに,③ 最 も狭義には,独 裁擁護機能をいとなむものとしての
21)

プ レ ビシ ッ ト(p互ebiscite)と 区 別 され た 国 民 表 決 の意 味 に 用 い られ る。 本 稿 に

お い て は,特 に こ とわ りの な い か ぎ り② の意 味 で 用 い る こ と とす る 。

一 三部会の召集 と国民議会の成立

1)三 部 会 の 召集 を め ぐる王 権 と貴 族 の対 抗

1614年 以 来,久 し く開催 され る こ と の な か った 三 部 会(亘tatsg6n6raux)が,

1789年 に召集され るに至った経過については,既 に多 くのフランス革命史家に

よって明らかにされているところであるが,以 下では,も っぱ ら課税承認権を

め ぐる王権 と貴族の対抗を中心に据えなが ら,革 命以前の国民代表思想が実定

法的根拠を獲得 してゆ く過程を概観する。
ユユ

① 三部会召集の要因は一言で言えぽ 「財政の危機 と貴族の反抗」にあった

といわれている。
2)9)

アメリカ独立戦争以来の財政危機は革命前夜,既 に破局的様相を呈 してお り,
の

これを打開するためには破産宣告(負 債の帳消)を 出すか,万 民に対する平等

20)例 え ば,水 木 惣太 郎 『憲 法 講義 ・改訂 版 』・1965年 ・170-172頁 。

21)プ レビ シ ッ トと い う用 語 に つ い ては 共 通 の理 解 が 存 在 す るわ け で は な い 。 歴 史 的に は

レフ ェ レ ソダ ム と 区別 され ず に用 い られ た もの であ るが(v,J.-M。Denquin,Refe-

rendumetPlebiscit,1976,p.1ets.),今 日で は,レ フ ェ レソダ ム の堕 落 形 態 を指 す

もの と して用 い る者 が 多 い 。何 を もって 堕 落要 因 とす るか に つ い て も共 通 の 理解 が 存

在 す るわ け で はな い 。

1)AlbertSoboul,LaR壱volutionfrangaise1789-1799,2e6d.,1951,p,77.ア ル ベ
ール ・ソブ ール 著 ・小 場 瀬 卓三 他 訳 『フ ラ ソス革 命 』(上)・1972年 ・77頁

。

2)財 政 危 機 の要 因 と し ては,王 室 の放 漫 財 政,貴 族 ・僧 侶 の 租 税特 権 の他,①1786年

の 通 商 条約(関 税 引 ぎ下 げ)と オ リエ ソ ト戦 争 に 起 因 す る失 業,②1788年 の 凶作 と

1787年 の勅 令(穀 物 輸 出 の許 可)に 起 因 す る穀 物 価 の 高 騰 と飢饒,な どが 指 摘 され て

い る。G.ル フ ェー ブル 著 ・柴 田三 千 雄 訳 『フ ラソ ス革 命 と農 民』・1976年 ・11頁,A,

マ チ ェ著 ・ね づ ま さ し訳 『フ ラ ソス大 革 命 』(上)・1978年 ・・77頁 以下 参 照 。

3)1788年 に 財 政報 告 が 出 され て い るが,こ れ に基 づ く河 野 健 二 氏 の検 討 に よ る と,支 出

の20%は 赤 字,歳 入 の60%以 上 は 負 債 返済 に当 て られ て い る,と され る。 河 野健 二

『フラ ンス革 命 小 史』・1959年 ・68頁 。 なお,1788年 の 財政 報 告 は,ArchivesParle.

mentairesde1787ム1860,premiさres6rie(1787a1799),t.1,p.361-365.、 に登 載

され て い る。(本 議 会 議 事録 につ い て は,以 下A.P.,t.… と略す 。)

4)G.ル フ ェー ブル 著 ・高橋 幸 八 郎 他訳 『1789年 一 フラ ソス革 命 序 論』・1975年 ・29頁 。

(以 下,ル フ ェー ブル ・前 掲 訳 書,と い う場 合 は本 書 を 指 す 。)
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ゆ

課税を実施す るか以外に方策がないとまで言われる状況であった。国王の政府

は 後 者 の 道 を 選 び,財 務 総 監(Contr61eurg6n6ra1)ヵ ロ ン ヌ(Charles・Alexandre

　タ

deCalonne)は,平 等課税を柱とする改革案を作成 した。 しか し,こ うした革

改案は,貴 族 ・僧侶の租税上の特権を制限するものであるため,特 権身分の拠

点 とな って いた 高等 法 院(Parlement)の 抵 抗 を 受 け る こ とが 予 想 され た 。

7)

高等法院は,本 来閣議にあた るCQnseildurQiか ら司法担当部門 として独立 した も

ので,15世 紀未 の勅令に よってそ の形態が確立 した といわれ る。 この最 初のものがパ リ

高等法院 と呼ぽれ るが,王 領 の拡大 と訴訟件数 の増加のため,15世 紀以降,12の 州の高

等法院 と4つ の最高評定院(ConseilSouverain)カ ミ創設 され,合 わせて最高法院(Cour

Souveraine)と よぼれ るよ うにな る。高等法院は最上級裁判所 としての司法権 を有す る

外,勅 令登録権(droitd'enregistrement),諌 言権(droitderemontrance),規 則制定

権(pouvoirr691ementaire)を 有 していた。勅令は台帳に登録 されなければ発効 しない

もの とされていたため,高 等法院は登録権を勅令に対す る拒否権 とみなす よ うになる。

君主制 とい う国家機 構からして も,高 等法院の起源か らして も,高 等法院が国王に対 し
8)

て拒否権を もつ とい うのは奇妙な ことであ るが,こ れを正当化す る論拠 として高等法院

は,三 部会閉会後は高等法院がその権 限を承継 してお り,そ の任 務は,国 民の権利の保
の

護 と基 本 法(loisfondamentales)の 維 持 に あ る,と 主 張 して いた 。

5)Soboul,op.cit.,p.60-62.前 掲 訳書 ・60-62頁 。

6)カ ロ ソ ヌの改 革 案 に つい て は,以 下 を参 照 。 マ チ エ ・前 掲 訳 書 ・53-54頁 。 ル フ ェー

ブル ・前 掲 訳 書 ・31-32頁 。

7)高 等 法 院 に 関す る記 述 は 以 下 に よ った 。 野 村敬 造 『フ ラ ソス憲 法 ・行 政 法概 論 』・1962

年 ・6-7頁 。 ル フ ェー ブル ・前 掲 訳 書 ・15-16頁 。Soboul,op.cit.,p.52-54.前 掲

訳 書 ・52-53頁 。 和 田 『進 「フラ ソス革 命 初 期 に おけ る国 民 代 表 思想 の検 討(一)」

『法学 論 叢 』 第99巻 第4号 ・41-47頁 。Jac"uesEHul,Histoiredesins亡itutions,

1956,t,4,p.45-48,p.80-83,p.172-173.V.Marcaggi,Lesoriginesdela

D6clarationdesdroitsdePhommede1789,2e6d.,1912,p.83-107.

8)も と よ り≡E権は高 等 法 院 の 主 張 を無 条 件 に 承 認 して いた わ け で は ない 。1776年,ル イ

15世 は 高 等 法院 に 関 して 次 の よ うに 語 った 。「主 権 は 唯 巴 朕 の人 格 の うち のみ に あ る。

唯 一 朕 の み か ら朕 の法 廷 は そ の存 在 と権 限 とを受 け 継 い で い る。 立 法権 は独 立 か つ一

体 の も の と して 朕 のみ に 帰 属す る。 一 切 の公 的秩 序 は 朕 か ら 発 し てい るの であ る。」

(Marcaggi,op,cit.,p.97-98)。 高 等 法 院 は あ ま りに 政 治 に干 渉 した た め,ル イ14世

に ょ っ て権 限 を奪 わ れ,ル イ15世 の時 に解 散 され た が,ル イ16世 は1774年 に これ

を復 活 させ た(Ellul,op.cit.,p.81-83)。

9)18世 紀 後 半,「 王位 と と もに古 く,国 家 と と もに誕 生 し,か つ 王 国全 体 の代 表 で あ る

と こ ろの 高 等法 院 を 通 じて のみ,国 王 は 人 民 と契 約 を 結 ぶ ことが で き る」 とす る観 念

が 世論 とな って いた といわ れ る。(Rocquain,Esprltr6volutionnaireavantlaR6-

volution,p.69,cit6parMarcaggi,op.cit.,p.96.)
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高等法院の抵抗を予想 したカロンヌは,対 決を回避するため,名 士会(As-
10)

semble6desNotables)を 召 集 した(第 一 次 名 士 会,1787年2月22日)。 しか

し,特 権 階 級 に よ って 構 成 され た 名 士 会 は,カ ロ ソ ヌに 対 して も,後 継 者 ブ リ

ェ ソ ヌ(Lom6niedeBrienne)に 対 して も支 持 を与 え な か った 。5月23日,名

士 会 第2部 会 は,「 国 民 的 同 意 を与 え る権 限 も,.司 法 的 判 定 を 下 す 権 限 も」 名
11)

士会には帰属 していない と宣言した。そ して,名 士会の全部会は,三 部会や高
ら 　

等法院の代理をつとめることを拒否する点で一致 したといわれる。こうして名

士会は解散 し(5'月25日),結 局政府は高等法院との対決を回避 しえなか った

のである。

パ リ高等法院は,ブ リエソヌの改革案の うち,地 方行政の刷新,穀 物商業の
　お

自由化,賦 役の金納化を承認 したが,新 税創設については抵抗 した。印紙税の

拡大に反対する建言書(repr6sentations)カ ミ国王か ら拒否された直後の7月26

日,高 等法院は諌言書を発 し,「 永続的な租税に同意を与えるため」三部会の

召集を要求し,「高等法院は三部会の代理をつとめる権限を有 しない」 と宣 言
ユの

した 。7月30日 に は 新 地 租(Subventionterr三torial)を め く・っ て 同様 の 決 議 を
15)16)

行 っ た た め,国 王 は 親 裁 座(litdelustice)を 開 い て 革 改 案 の 登 録 を 命 じ た が,

10)名 士 会 は,国 王 が 個 人 的 に選 任 した 「王 国 の有 力 か つ有 識 の人 々」 に よ って 構 成 され

る諮 問 機 関で あ るが,15世 紀 以降,三 部 会閉 会 中 は これ に 代 る もの と して召 集 さ れ

た 。1626年,リ シ ュ リュー に よ っ て召 集 され た のが 最後 であ った が,1787年 の 召 集

は,三 部 会 よ りま しな もの と考 えた ミラボ ー(ColntedeMirabeau)の 提 案 に よ るも

の と推 測 され て い る(エ グ レ)。 以 上 の記 述 は 以下 に よ る。 野 村 ・前 掲 書 ・3-4頁 。

Ellul,oP.cit.,P.37-38.JeanEgret,LaPr6。R6vQlutionfrangaise1787-1788,

1962,p.9.

11)Egret,op.c三tりp.60.

12)ibid.,P.60.と ころ で,5月2日,ラ フ ァイエ ッ ト(marqu量deLafayett)は 第二 部

会 で 三 部会 召 集 を 要 求 したが 支 持 され な か った(ibid.,P.59)。 ま た,5月25日,デ

ィヨ ソ(A.R.Dillon,archevequeetprimatdeNarbonne)は,「 我 々は 我 々の現

状 の維 持 を要 求 して きた 。 それ は君 主 制 の基 本 構 造(constitution)に 基 礎 を もっ もの

で あ り,ま た 一 切 の所 有 権 と 同様,法 律 及 び 陛 下 の特 別 の保 護 の下 に置 か れ て い る の

で あ る」(A.P.,t.1,p.236)と 述 べ て い る。 こ うした 点か ら見 て,名 士 会 の真 の 関 心

は,法 的権 限 の問 題 に あ る の で はな く,自 己 の特権 の擁 護 に あ った こ とは 明 らか と思

わ れ る。

13)Egret,Qp.cit,,p.160-161.

14)圭bid.,p.164-165.

15)ibid.,p.167.

16)親 裁 座 とは,高 等 法 院が 勅 令 の登 録 を 拒否 した 場 合,国 王 が 直接 法 廷に 出席 して登 録

を 命ず る もの(野 村 ・前 掲 書 ・6頁 。Ellul,op.cit.,p.46)。
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翌 日,高 等法院はその無効を宣言 している。その後,政 府と高等法院 との約一

年に亘 る抗争が続 くが,そ の間,高 等法院は 「自由に選挙され,規 則に従 って

召集 された代議士によって代表 される国民の同意な くしては租税を課す ことが

できない,と い うのが憲法上 の格率」であると述べ,「 三部会の中に結合され

た国民のみが永続的な租税に必要な同意を与えることができる。高等法院はこ
ユの

の同意を三部会に代 って与える権限を有 しない」 と宣言 した。

高等法院のこうした主張は,「 二百年に亘 って諸身分の代表であることを 主
　 コ

張 してきた高等法院のあらゆる伝統に矛盾する」 ものであった。高等法院が過

去において様 々な租税を承認 してきたことは,彼 ら自身が認めているところで
　

ある。このような点か らみれば,高 等法院による三部会召集の要求は,特 権維
　コ

持のための遷延策であ り,世 論の支持を得 るための便法であった と言 うべ きで

あろ う。 しか し,高 等法院の関心がどこにあったにせ よ,彼 らは,自 由な選挙

によって構成 された三部会のみが国民の代表 とな りうること,国 王の意思とい

え ども国民の意思に優位 しえない場合があること,を 宣明したのである。

そ して,国 王は1788年5月8日,「 国家が必要 とする場合はいつで も三部会
　つ

は召集される」 ことを承認 し,「いかなる租税 も三部会の同意なしには創設」さ
　の

れず,「 国民は三部会によってのみ代表 され うる」 ことを確認 したのであった

(6月15日)o

こうして,高 等法院によって準備された,「 三部会は唯一の国民代表である」

とい う原則は,王 権に よって承認されたのである。残 された問題は,国 民代表

17)Marcaggi,op.cit,,p.105.1778年5月3日 に は 「規 則 に 従 って 召集 され 構成 され

た 三 部 会 とい う機 関 を 通 じて貢 租 に 自由 な 同意 を 与 え る国 民 の権 利 」 が 改 め て強 調 さ

れ て い る(A.P.,t.1,p.284)。

18)Marcaggi,op.cit.,p.106.

19)A.P.,t.1,p.286.

20)サ ソ ・テ チ エ ン ヌ(RabautdeSainレEtiene)は 次 の よ うに 評 してい る。 「三部 会 召 集

を要 求 す る こ とに よ って パ リの 高 等法 院 は 世 論 に 譲 歩 した の であ る。 高等 法 院 以 上 に

良 く世 論 を 知 る も のは な か った 。 なぜ な ら,彼 らは 世 論 の 支持 を 得 るた め に常 に そ の

動 向 を研 究 して い たか らであ る。」(R.deSaintEtienne,Pr6cisdel'histoirede

laR6volutionfrangaise,(Euvres,1,p.271,cit6parEgret,op.cit.,p,165.)

21)A,P,gt.p.294.

22)ibid.,p.385。
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に ふ さわ しい も の と して,三 部 会 を い か に構 成 す べ きか,と い うこ とで あ った 。

　
②1788年8月8日,三 部会召集 日が翌年5月1日 と決定された。当然,そ

の召集方法が問題となったが,パ リ高等法院は9月25日 「きたる5月1日 に

開催される三部会は規則に従 って召集され構成され,1614年 の形式に従 うべき
　ゆ

こと」 との裁決を下 している。

1614年 の形式によれば,三 部会は第一身分たる僧侶,第 二身分たる貴族,第

三身分たる非特権身分がそれぞれ同数め代議士をもち,議 決は身分毎に行なわ
　ラ

れ,三 身分が一致 しなければ議決は有効 とならないものとされていた。 この形

式に従えぽ三部会の主導権が特権身分の手に握 られることは明 らかであ り,こ

こに特権身分が三部会 召集に執着 した理由の一つがある。 これに対 し,ブ ルジ

ョワジーは第三身分の代議士の定数倍増(doubiement,以 下,単 に定数倍増と
ヨの

い う)と 頭 数 に よる投 票(votepart6tte)を 要 求 し,特 権 階 級 との 対 立 を 明 確

化 して ゆ く こ とに な る。

ブル ジ ョ ワジ ーの こ う した 要 求 は,地 方 議 会 レ ヴ ェル で は 当 時 既 に,実 定 法

　の

的根拠をもつ ものであった。1787年6月 の勅令に よって創設 された地方 議 会
　ラ

(asselllbl6eprovinciale)で は,第 三 身 分 の定 数 倍 増 と頭 数 に よ る投 票 が 認 め ら

23)ArretduConseild'Etatduroi,du8ao飢1788.(ibid,,P.387.)ブ リエ ソ ヌは三

部会 召集 に 否 定 的 で,国 王 に 対 し,で き る 限 り召 集 を遅 らせ る よ.う進 言 して い た とい

われ る 。(Egret,oP.cit.,P.309,)

24)Arr6tduParlemen亡deParis,du25septembre1788.(A.P。,t.1,p.389.)

25)JacquesCadart,Ler6gime61ectoraldesEtatsg6n6rauxde1789etsesorigines

(1302-1614),1952,p.67.も っ と も,実 際 には 各 身 分 の数 に は ば らつ きが あ り,第 三

身分 が一 番 多 か った といわ れ る。J.M.ThQmpson,TheFrenchRevolution,1951,

p.2.A.P.,t.1,p.403.

26)ブ ル ジ ョ ワジ ーの 要 求 は膨 大 なパ ソ フ レッ トに よ って 展 開・・流 布 され た 。 パ ンフ レッ

トは 「上 流婦 人 か ら農 村 の貧 民 に い た るま で熱 心 に 読 まれ た」(マチ エ ・前 掲 訳 書 ・80頁)

といわ れ,そ の 数 は数 千 を 越 す と もいわ れ る(J.M.Thompson,op.cit.,p.12)。

な お,代 表 的 パ ン フ レヅ トの 内容 一 覧 表 が,長 谷 川 正 安 『フ ラン ス革 命 と憲 法 』・1953

年 ・28-31頁 に 紹 介 され て い る。 ブル ジ ョワジ ー の要 求 及 び そ の理 論 的根 拠 は,シ ー

エ ス の 『第 三 階 級 とは 何か 』(危manuel・JosephSiey色s,Ωu'est-cequeleT二ers亘tat?

1788.大 岩 誠 訳 が 岩 波 文庫 か ら出 され て い る)の 中 で 典 型 的に 展 開 され て い る。

27)豆ditduroi,donn6aVersaillesaumoisdejuin1787,r6gistr6enParlelnent

Ie22desditmoisetan.(A.P.,t.1,p,239-240.)

28)地 方 三 部 会(亘tatsprovinciaux)が 存 在 しない 地 方 に創 設 され た もの。 カ ロソ スの地

方行 政 刷 新 の改 革案 に基 づ く。
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29),

れ て い た(同 勅 令 第1条)か らで あ る。 また,三 部 会(Etatsprovinciaux)と

30)

い う形式であ りなが ら,定数倍増 と頭数による投票を採用す る地方 も存在 した。

ドー フ ィネ(Dauphin6)州 で は1788年7月21日,王 の 裁 可 な しに三 部会 が 開

かれ,「今後は第三身分は二倍の代表者を もつ こと,ま た,三 身分会議にはも
31)

はや身分別によらないで多数決に よって投票すること」を決議 し,他 の州がこ

れ に な ら うよ う勧 告 した 。 そ して,国 王 は ドー フ ィネ州 に対 し,そ の要 求 を承
32)

認 して い る。

こ うしたなかにあって,政府は三部会召集の準備を進めたが,そ の主な舞台と

な った の が 第 二 次 名 士 会 で あ った 。 これ は,ブ リエ ンス の 失 脚(1788年8月24
33)

日)後,財 政 長 官(directeurg6n6raledesFinances)と な っ た ネ ッ ケ ル(Jacques

Necker)が178$年11月6日 に 召集 した も の で あ る。 彼 は,第 三 身分 の力 を借

りて税制改革を行 うべ く,定 数倍増 と頭数による投票を採用 しようと して お
34)

り,名 士達からその承認を得 られるものと期待 していたといわれ る。

第二次名士会は六つの部局に分かれ,三 部会の構成,選 出方法,表 決方法を
35)

審議 した。審議の結果は各部会の答申として国王に提出されたが定数倍増 と頭
36)

数による投票については,第 一部会のみが一票差でこれを支持 した以外,他 の

29)こ れ を 認 め る理 由 と して,ブ リエ ソ ヌは,「 唯 一 か つ 同一 の利 益 が 三 身分 を 動 か すべ

き」 で あ り,そ の利 益 は 「真 の多 数者 」 の中 に 表現 され る,と い う見解 を 示 して い る

(A.P.,t.1,p.233)。 名士 会 も高 等法 院 も,こ の 改革 に は ほ とん ど抵抗 して い な い

(v.Egret,op.cit.,p.20-22,p.109,p.160-161)。

30)Egret,op.cit.,p.311.ル フ ェ ーブ ル ・前 掲 訳 書 ・23-24頁 。

31)「 ヴ ィジル(Vizille)決 議 」 と呼ば れ る もの。 マチ エ ・前 掲 訳 書 ・65頁 に よ る。

32)ArretduConseild'Etatduroi,du220ctobre1788.(A.P.,t.1,p,368-373,)と

くに,art.1e「,art,LVI.

33)ネ ヅケル は,8月25日 に 着任 してい るが,こ れ に際 し,国 王 に よ る三 部 会 召集 の確 約

を 条 件 と した といわ る(マ チ ェ ・前 掲 訳 書 ・67頁)。 国 王 は,9月,翌 年1月 に 三 部

会 を 召 集す る 旨,宣 言 した(D6clarationduroidu23septembre1788rA.P,,

t,1,p.388-389)。

34)J.M.Thompson,op.cit.,p.4.

35)名 士 会 の審 議 内容 につ い て は,Cadart,oP.cit.,P.77ets.が 詳 し く,以 下 の記 述 は

これ を参 照 した 。 なお,各 部会 の答 申 は,A.P,,t.1,P.391ets.に 登載 され て い

る。

36)A.P.,t.1,p.405-406.意 見 は13対12に 分 か れ た が,多 数 意見 の概 要 は 以下 の よ

うな も ので あ る。① 表決 方 法 は 議 会 の 内部 秩 序 の 問 題 と して 議 会 自身 に決 定 権 が 留保

され な け れ ば な らな い。 ② 各 身分 が拒 否 権 を もつ 場 合,議 会 と して の 決定 が 不 可 能 と



フラソス革命初期におけ る国民投票の思想
一1789年 人権宣言をめ ぐる対抗一(1) 77

蔀局ではほぼ全会一致で否認されている。

しか し,答 申の支配的傾向に反 して,ネ ッケルは,
37)38)

告の中で定数倍増を提案 し,国 王はこれを承認 した。

12月27日 の答申総括報

エラ

2)1789年1月24日 の選 挙 規 則

先に見たように,国 王は1788年5月 の段階で三部会の召集を原則的に 承 認

していた。 しか し,1614年 に三部会が開催 されて以来,175年 の間,三 部会は

召集されず,国 政選挙も行なわれなかったために,「1614年 の議会に関す る一
　ラ

切の記憶,一 切の伝統が消滅していた」 といわれる。そこで,政 府は先例発見
3)

のために,全 国に資料収集の指示を与え,こ れによって収集された大量の資料
の

が,第 二次名士 会の審議の基礎 となったのである。1789年 の選挙規則は,こ の

資料 と名士会の答申に基づき,こ れにネッケル提案を加味 して作成されたもの

で あ る。

89年 の選挙規則は,と りわけ第三身分の代議士の選出手続につき,き わめて

複雑なシステムを採用 しているが,以 下では第三身分に関する限 りで内容を概
ろコ

観 しその特色を検討する。

(1)選 挙 規 則 の基 本 原 則 ネ ッケ ル報 告 に 基 づ き,コ ソ セ イ ユ ・デ タは 選

な る ので,頭 数 に よ る投票 が 必 要 とな る場 合 が あ る。③ この場 合,と くに 租 税 に 関す

る事 項 が 間 題 と な って い る場 合,三 身 分 の定 数 が等 しい とい うのは 明 らか に 正 義 に反

す る。 なぜ な ら,こ の 場合 対 立 して い る もの は,特 権 身分 の利 益 と非特 権 身 分 の 利益

な ので あ って,定 数 の平等 は一 方 に 二票,他 方 に 一 票 を与 え る こ とに な るか らで あ る 。

37)A.P.,t,1,p.494."

38)R6sultatduConseild'豆tatduroi,du27d6cembre1788.(ibid、,p.498。)

1)R6glementfaitparleroipour1'ex6cutiondeslettresdeconvocationdu24

janvier1789.(A.P.,t.1,p.544-550.)

2)」.M.Thompson,op.cit.,p.1.

3)ArretduConseild'亘tatduroi,du5juillet1788.(v.Cadart,op.cit.,p.76).

4)J.M.Thompson,op.cit.,p.2-4.

5)89年 の選 挙 規 則 につ い て は マ チ エ等 の評 しい 紹 介 もあ り,ま た 岡 田氏 等 の簡 潔 な解 説

も存 在 す るが,必 要 な限 りで概 観 して お きた い 。 以下 の 記述 につ い て は,規 則 正 文 の

他 次 の もの を 参照 した 。 岡 田信 弘 「フ ラ ソス選 挙制 度 史(一)」 『北 大 法 学論 集 』 第29

巻 第2号 ・67-70頁 。 マチ ェ ・前 掲 訳 書 ・82-84頁 。Cadart,op.cit.,p.67ets.

JeanJaurさs,HistoiresocialistedelaR6volutionfrangaise,2e6d.,1927,t,1,

p.174ets.(同 書 につ い て は,松 村正 俊 訳r仏 蘭西 大 革 命 史 』・1946年 も参 考 に した 。)
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の

挙規則が依拠すべき実質3項 目(全5項 目)の 原則を決定 している。 「① きた

るべ き三部会の代議士は1000名 を越えざること。 ② 代議士の数はできるかぎ

り各1ミイアージュ(ballliage)の 人口と租税負担額(contributio血s)に 応 じて決

定 されるべきこと。③第三身分 の代議士の数は他の二つの身分の代議士の総数

に等 しかるべきこと,ま たその比率は召集状によって定められるべきこと。」

これを受け選挙規則前文は規則全体の精神を次のように謳 っている。① 「国

王は……すべての臣民が代議士の選挙に協力す るよう求められることを希望さ

れた。陛下は王国のすみずみの全 く無名の人 々が,自 己の願望と要望を三部会

に届けることを保障され るよう希望された。」 ② 「第三身分を代表するために

フラソス全土で段階的に組織 される集会を通 しそ,王 国の全住民と一種の交渉

を もたれることを陛下は心か ら希望された。また陛下は,全 住民の要求と願望

に,よ り確実でより直接的な方法で近づ くことを心か ら希望された。」 ③ 「国

王は召集の形態と議会の形式を定めるにあた り,可 能なか ぎり従来の慣行を踏

襲す ることを希望された。」 しかし,こ れによって人口と代議士の数に不平等

が生 じるため,い くつかのパイアージュには 「その人口と重要性に比例 した代

衷」を保障された。④ 「しか しなが ら,従 来の慣行を尊重することと,こ れを

正義の諸原則を損 うことなく現在の状況に調和させ る必要性」を両立させるこ

とはきわめて困難であるか ら,国 王は 「避け うべ き不平等を是正 し,将 来,よ

り完全な制度を用意する任務を三部会に留保された。」

ここには,実 在す る国民の意思をできるかぎり正確に読みとろ うとする精神

が現われている。 これは続 く条文規定の中で,、選挙資格の拡大,有 権者の第一

次集会参加権等 となって展開されることになる。

(2)選 挙区 選挙区としては,先 例にならって裁判管轄区(北 フランスで

は・ミイアージュbailliage,南 フランスではセネショセs6n6chauss6eと よばれ

るが,以 下ではバイアージュと記す)が 採用 された。また,パ イアージュは,

「一級!ミィァ」ジュbailliagepr圭nc圭pa1」と「二級バイアージュbai11iagescon-

daire」 に区分 され(規 則第1条 一第5条),後 者は代議士の4分 の1を 前者に

6)一,1)注38)参 照 。
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派遣する資格をもつのみとされた(第33条)。

(3)選 挙資格 規則第25条 は 「フランス人 として生 まれ,あ るいはフラソ

スに帰化 し,25歳 以上で住所を有する者で課税台帳に登録されている全ての住

民は,陳 情書の作成 と代議士の指名に協力す るために選挙集会に参加する権利

を有する。」 と定めている。

カダールによれぽ,当 時第三身分はほ とんど皆,何 らかの税を納めており,

したがって課税台帳に登録 されてお り,さ らに,税 の完納は資格条件とはなっ

ていないか ら,本 条項は貧者を排除するものではな く,た だ二重投票を防止す
の

るためのものであった,と している。

但 し,パ リはこの原則の例外をなしている(第29条)。 パ リの選挙について

規定 した1789年4月13日 の規則によれば,選 挙権は特定の職業上の有資格者
の

の 他 は6 ,リ ー ヴル の人 頭 税(copiattion)を 納 め る者 に か ぎ られ て い た 。 この
の

制限によって,賃 金労働者のほ とんどが排除されたといわれる。

(4)被 選挙資格 これについては,第48条 に同一人物が二つ以上のバイア

ージュの代議士になることを禁ずる規定があるだけで,御 こは何の制 限 もな

い。 したがって,選 挙資格か ら居住要件を除いた ものが被選挙資格 といってよ

かろ うと思われる。

以上の(3)(4)か ら見て,89年 の選挙規則は 「準普通選挙」 ともいえる体
ユの

制 を 創 設 し た と 評 す る こ と が で き る で あ ろ う。

(5)選 挙 方 法 選 挙 方 法 は き わ め て 複 雑 か つ 多 様 で あ る 。 先 に 見 た よ うに,

定 数 配 分 の 原 則 の 一 つ は,租 税 負 担 額 に 比 例 す る こ と で あ っ た が,各 人 は そ の

置 か れ て い る 立 場 に よ っ て 「異 な っ た 租 税 を 負 担 し て い る 」(規 則 第24条)た

7)Cadart,op.cit.,p.105,p.108.

8)R6glementfaitparIero三,du13avrn1789,art.13.(A,P.,t.1,p.658.)

9)有 権 老は 全 人 口60万 中約5万 で,制 限 が な けれ ぽ約12万 が 有権 者 とな りえた 。 実 際

の投 票 者 数 は 約1万2千 とい う。(Jaurさs,op.cit.,p.163.Cadart,op.cit.,p.90,

P.116.)

10)カ ダ ール は,は これ を 準 普 通選 挙(suffragequasiuniversel)と よび,さ らに 「世 界

最 初 の民 主 的選 挙制 度 」 と評 してい る(Cadart,op.cit.,p.103ets.p.172)。 同 旨,

Auguste・AdolpheThuveny,Ledroit毒1ectora正de1789aPAロVIII,1905,p.11,

P・19・
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め,こ れに応 じて選挙方法も多様化されたのである。その詳細をここで示す ご
ユつ

とはできないが,典 型例を単純化すれば,お およそ次のようになる。

③都市の住民 組合(corporation)の メンバーは組合集会へ,非 組合員は地

区集会へ出席 して,都 市選挙集会(1'assemb16edutiers6tatdeIaville)へ 送

る代議士を百人に二人以下の割合で選出する。都市選挙会は原則 として4名 の

代議士を二級バイアージュに派遣する。二級バイアージュは,そ の4分 の1の

代議士を一級バイアージュへ派遣する。一級バイアージュは割当人数の代議士

を選出 して三部会へ派遣す る。以上4段 階の間接選挙となるが,一 級バイ ァー

ジュの住民は当然3段 階の間接選挙となる。

⑤農村の住民 農村の住民は教区毎に集会を開き,二 百戸につき二人以下の

比率で二級パイアージュへ派遣すべ き代議士を選出す る。その後は都市住民の

代議士 と合流するため,⑤ と同じである。 したが って都市住民よりも一段階少

ない(都 市選挙集会にあたるものがない)間 接選挙 となる。(以上規則24条 以
ユ　ラ

下,お よび別表に よる。なお注の付表参照。)』

11)本 則 自体 が 複雑 な のに 加 えて,様 々な 例 外 規定 が 設 け られ て お り,「 それ は どんな に

要領 よ く分 類 して も,た とえ ば ハ イ ス 戸 ヅプ が した よ うに七 種 類 に もな る ほ ど」(長

谷 川 ・前 掲 書 ・23頁)と い わ れ る 。

12)別 表(6ta亡annex6)は こ 種類 あ り,第 一 は パ イ ア ー ジ ュ毎 の定 数 配 分 を定 め る もの

(A,P,,t.1,p.612-615),第 二 は 都 市 が4人 以上 の 代 議士 を 割 当 て られ る場 合 を 定 め

る もの(ibid.,P.616-617)で あ る 。

(付)典 型的 選 挙 手 続

三 部 会

8一 以 下 一一一'一'一'
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(6)有 権者の権利(3)で 明らかなように,有 権老は全て,① 第一次選挙

集会(組 合集会,教 区集会等)に 出席 し,② 上位選挙集会へ派遣す る代議士の

指名 と③陳情書の作成に協力す る権利を有す る。このように,有 権者は,単 に

代議士を選出す るという手段によってだけではな く,第 一次選挙集会に出席 し

討論 し,陳 情書を作成するとい う手段によって自己の意思を国政に反映 さぜる

可能性が与えられているのである。ここには,き わめて限 られた意味ではある

が直接民主主義的要素をみ とめることも不可能ではあるまい。 もし,こ の陳情

書に,従 来の ように訓令(instruction)と しての性格が認められていたとすれ

ば,直 接民主主義的性格はさらに強められていたであろ う。 しか し,89年 の選

挙規剣は陳情書の訓令としての性格,す なわち命令的委任(mandatimp6ratif)

を認めることには否定的であった。規則前文は 「全国民を代表する議会に確固

たる信頼が与えられ るな らぽ,審 議を拘束 し阻害す るような訓令を代議士に課

す ことは一切排除されるべきものと信ず る」と述べ,第45条 は 「代議士の権

限は,召 集状に記されている如 く,一 般的なものでなけれぽな らず,ま た提案

し,諌 言 し,建 言 し,同 意するに十分なものでなけれぽな らない」 と規定して
　

いた。ここに,い わゆる 「近代的代表概念」の中核 ともいえる二つの要素,す

なわ ち,議 会 こそが全国民の代表 であるとする観念,及 び命令的委任の禁止 と

い う原則,と 共通する考え方を うかが うことができる。

(7)そ の他の選挙方法 以上の他,89年 の選挙規則は,三 部会代議士の選

挙について,秘 密投票を採用 し(予 備的選挙については口頭による一 第46

条),ま た絶対多数代表法(投 票の過半数を獲得 しなければ当選 しない 一 第

47条)を 採用 した。

(8)三 部会の構成 一代表単位(uned6putation)は 僧侶 ・貴族の代議士各

一名,第 三身分の代議士二名によって構成 されるものとされ(規 則49条,別

表1)第 三身分の定数倍増が実現された。

以上のように,89年 の選挙規則はきわめて複雑な内容をもつも.のであった。

13)近 代 的代表概念は,命 令的委任の禁止をそ の鉄則 とする,と いわれる。宮沢俊義 「立

憲 主義 の原理」『憲法の原理』・1967年 ・15頁 。 なお,そ の論理構造 については拙稿

「『命 令的委任』に関する若干 の考察」『一橋論叢』第78巻 第6号 ・97頁以下参照。
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しか し,こ の複雑さの中には,一 つの統一的観念が伏流 しているように思われ

る。すなわち,三 部会は全国民の代表である(規 則前文)と する観念である。

この観念は,先 に見た ように,国 王 と政府,特 権身分,第 三身分に共通す るも

のであった。 そ して,三 部会が全国民の代表の名に値す るためには,そ こに

「国民の真の多数者」の声と,「全国民に共通する唯一の利益」が反映されなけ
ユゆ

れぽな らないとい うのが政府の考え方であった。そのためには,可 能なかぎり

多数の声が,よ り直接的な方法によって三部会にもた らされ るべきことにな り

(規則前文),こ こか ら,第 三身分の定数倍増(規 則別表1),選 挙権の拡大,

第一次集会参加権 陳情書作成に参加する権利等が導かれるので あ る(召 集

状,規 則前文,規 則第25条 他)。 一方,三 部会が全国民の代表であることか ら,

代議士もまた全国民の代表の構成員であって一地方の一身分の代表ではない,

とい うことにな り,代 議士を地方の意思によって拘束するような訓令は排除 さ

れなければな らないと政府は考えたのであ った(召 集状,規 剣前文,規 則第45

条)。 このように考えるな らぽ,選 挙手続の複雑 さも理解できるものと思われ

る。有権者が第一次集会参加権等を保障されなければな らないとす るならば,

自つ と第一次集会は細分化されざるをえないし,ま た当時のフランスが立脚 し

ていた身分制秩序を前提 とすれぽ,人 の置かれている社会的立場を考慮 しつつ

第一次集会を権成 しようとすることもまた 自然であるか らである。そして,一

方に三部会の代議士の定数に制限がある以上,選 挙は必然的に数段階 の間接選

挙とならざるをえなか ったのである。

もし以上のような理解が可能であるとするな らば,そ こに,カ ダールのいう
ユの

89年 選 挙 規 則 の 「統 一 性 」 を み とめ る こ と も で き よ う しまた,デ ラ ン ドル(M.

Deslandres)が 言 うよ うに,同 選 挙 規 則 は 「国民 の単 一 性 と 国民 の 主 権 とい う

　

全 く新 しい観念を認めはじめた」「革命的な」 ものであったと評すること もで

14)1787年5月25日 の ブ リエ ン ヌ発 言(A.P.,t.1,P.233),召 集 状(ibid.,P.543)参

照 。 召 集 状 は 「全 臣 民 の も の に し て 各 臣 民 の も の で あ る 利 益 」 と い う表 現 を し て い

る 。

15)Cadart,op.cit,,p.84ets.

16)MauriceDeslandres,HistoirecQnstitutioロneIledelaFぎancede1789a1870,

1932,t.1,p,37,
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きるであろ う。そ して最後に,以 下の点に注 目しておきたい。89年 選挙規則が

立脚す る 「全国民の代表」 とい う観念は,命 令的委任の排除 と相まって,1791

年憲法に定式化 される近代的代表概念の塑像 ともい うべ きものを示 していた。

しか し,89年 選挙規則の代表概念は,91年 憲法のそれ と同一ではない。前者の

い う 「国民」 とは,抽 象的 ・超歴史的存在 としてのそれではな く,実 在す る具

体的 「臣民」(ま たは 「住民」,「人民」一 召集状,規 月旺前文)の 総体 としての

国民であった。また,命 令的委任の禁止に関 しても,地 方による主権の築奪を

禁止す ることが理 由なのではな く,審 議を遅滞させ,決 定を阻害する要因を排

除 す る こ とが 目的 だ っ た の で あ る(既 述)。 そ して,こ の違 い こそ が,89年 の

選挙規則に 「民主的」性格を与える動因になったものと思われるのである。

3)、 国民議会の成立
エラ

以上のような経緯を経て,1789年5月5日,「 人民誕生の世紀」と評される

フラソス最後の三部会が召集された。この選挙は2月 か ら3月 にかけて行なわ
の

れたが,遅 滞した所 も多 く,召 集 日までに完了しない地域 もあった と い わ れ
お
る。これによって選出された代議士は第一身分約300名,第 二身分約270名,

の

第三身分約300名 であった。第一身分のおよそ3分 の2は 司祭を中心とする下
の

級僧侶であ り,彼 らは後に示す資格審査問題で第三身分に同調し,「国民議会」

1)ミ シ ュ レ著 ・桑 原 武夫 訳 『フ ラ ンス革 命 史 』・1968年 ・51頁 。

2)ル フ ェー ブル ・前 掲訳 書 ・88頁 。 これ に よ って,全 人 口約2千3百 万(同 ・7頁)中,

約5百 万 人 が投 票 に参 加 した といわ れ るが,同 時に,選 挙 に は 時 間が か か り,1回 の

選 挙 に1週 間 を 要 した 所 もあ る な ど,貧 困 老 に は不 利 に 作 用 した と指 摘 さ れ て い る

(同 ・86-88頁 。J.M,Thompson,op.cit.,p.7-8)。

3)最 初 に 召 集 状 が発 せ られ た の が2月7日,最 終 到 着 が3月3日,パ リで 全 て の選 挙 が

完 了 した のが5月18日 で あ った とい う。J.-M.Thompson,op.cit.,p.8-9.

4)代 議 士 の 構成 に 関す る記 述 は 以下 に よ った。soboul,op.cit.,p.87-88.,前 掲 訳 書 ・

86-88頁 。 ル フ ェー ブル ・前 掲 訳 書 ・91-96頁 。 本 田喜 代 治rフ ラ ン ス革命 史 』・1977

年 ・71頁 。EricThompson,PopularSovereigntyandtheFrenchConstituent

Assembly1789-1791,1952,p.1.代 議 士 の数 に つ い て は 人 に よ ってか な りのば らつ

き が あ るが,一 応 の 目安 と して挙 げ て お く。

5)主 任 司祭,助 任 司 祭,修 道士 な どが これ に あた り,ほ とん どが平 民 出身 で あ る。 ソブ

ール は彼 らを 「宗 門 プ ロ レタ リア ー トprol6tariateccl6siastique」 と よんで い る
。

Soboul,op.cit.,p.14.,前 掲 訳 書 ・9頁 。
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成立に寄与す ることになる。第三身分の約半数は弁護士を中心とする法律家で

あ り,そ の他は商人,銀 行家,工 業家,地 主などであった。また第二身分の中

には第三身分の協力者 となる約90名 の自由主義貴族ゐミ含まれていた。これ ら

の代議士たちがどのような党派を形成 していたかについては,当 時,今 日のよ

うな固定的政党が存在 していたわけではないので必ず しも明確ではないがおお
ゆ

よ そ 以 下 の よ う に 分 類 さ れ て い る 。

① 極 右 派 国 外 に 亡 命 した 王 弟 ア ル トワ伯(Charles-Philippe,comted'Artois,

後 の シ ャル ル10世)に よ っ て 指 導 さ れ た 強 硬 な 反 革 命 派 σ

② 右 派 カ ザ レ ー ス(J.-A.M.deCazalさs)等 を 中 心 とす る 反 革 命 派 内 の 穏

健 な 改 革 派 。

③ 中 道 右 派 大 体 モ ン テ ス キ ュ ー 理 論 に 忠 実 で 英 国 流 の 二 院 制 に よ る 立 憲 君

主 制 を 目 指 す 人 々 で 「王 党 派Monarchiens」 と称 さ れ る も の 。 ム ー エ(」.・J.

Mounier),ラ リ ー ・ トラ ソ ダ ル(marquisdeLally-TolIenda1),ク レ ル モ ソ ・

トネ ー ル(comtedeClermont=Tonnerre)等 を リ ー ダ ー とす る 約30名 の グ ル

ー プ
o

④ 中 道 左 派 ト ウ ー レ(J.-G.Thouret),ル ・シ ャ プ リェ(1.・R..G.Le

Chaplier),タ ル ジ ェ(G.-」.・B.Target),シ ー エ ス(E.・J.Sieyさs>,ラ フ ァ イ

ェ ッ ト(marquisdeLafayette),バ イ ー(J.-S.Bailly),デ ム ニ ェ(Desmeuniers),

サ ソ ・テ チ エ ソ ヌ(RabauddeSaint・Etienne)等 の 有 力 メ ン バ ー を 含 む 「立 憲

派constitutionnels」 と よ ば れ る も の 。 そ の 影 響 力 の 故 に 「事 実 上 の 憲 法 制 定

ゆ

議会」と評され る。彼 らは 「月を経るごとにますます,ル ソーが展開 した理論
の

に近づいた」が,大 衆に対す る恐怖が増大す るにつれ,「r国民主権』によって,
おラ

国 家 権 力 を ブ ル ジ ョ ア ジ ー に 確 保 し よ う と 」 す る よ うに な った 。

⑤ 左 派 バ ル ナ ー ヴ(A.・P.-J.-M.Barnave),デ ュ ポ ー ル(A.Duport),ラ

5)以 下 の分 類 は 主 と して杉 原 ・前 掲 書 ・203頁 以 下 に よる。 また,同211頁 ・注(1)に

挙 げ られ て い る文献 の他 に は,Jaurうs,op.cit.,p,397ets.を 参 照 した 。

6)E.Thompson,op.cit.,p.13.

7)ibid.,p.14.

8)杉 原 ・前 掲 書 ・207頁 、
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メ ッ ト(弟)(Alexandre-Th60dore,ComtedeLameth)の 三 名 を 指 導 者 と して

い た た め 「三 頭 派Triumvirate」 と よ ぼ れ る も の 。 中 道 左 派 に 近 く,後 に こ れ

と 合 体 し て フ ィ ア ン 派 を 形 成 す る 。

⑥ 極 左 派 ロ ベ ス ピ ェ ー ル(M.Robespierre),ペ チ オ ン(P6tiondeVille・

neuve),ビ ュ ゾ ー(F.-N.-L.Buzot),サ ー ル(Salle)等,ル ソ ー 理 論 に 強 く影

の

響 された人々。

⑦ ミラ ボ ー(ComtebeMirabeau)一 人 派 「彼 は 政 治 上 の 定 見 を もた ず,政
ユの

治状勢の変化に応 じてその見解を変えていたといわれる。」

三部会の代議士(後 の国民議会議員)の 党派的傾向は,お およそ以上のよう

に分類されているが,固 定的なものではない。とくに,革 命初期にあっては,
エつ

以上のような党派に明確に分離していたわけではない。 とりわけ,革 命派内部

の党派分解は,人 権宣言 ・憲法制定の過程を通じて しだいに明確化 してゆ くも
ユの

のである。

さて,三 部会召集をめぐって生じた特権身分 と第三身分の対立点の中で,表

決方法のみがまだ未解決のものとして残されていた。 この対立は,召 集日の翌

日,代 議士の資格審査(veri且cationdespouvoirs)の あり方をめ ぐって表面化

する。

5月6日,両 特権身分は,身 分毎に独自の資格審査を行 う旨をそれぞれ決定
エ　ラ

した。こうした決定方法 自体 も,ま た身分毎の資格審査 も,身 分別表決を認め
ユの

ることを意味するために,第 三身分は三身分共同の資格審査を主張 した。 しか

9)E.Thompson,面.cit.,p.19.サ ール は ル ソーを この 世 紀 最大 の哲 学 者 と讃 美 した

(Jaurさs,oP.cit.,P.418)。

10)杉 原 ・前 掲 書 ・209頁 。

11)「 こ うした 集 団 は,ま だ今 日の政 党 で は な い。 議 員 は,独 自 の識 見 を もつべ き もの で,

党 派や 特 殊 利 益 に拘 束 され る こ とは 恥 ずべ き堕 落 と考 え られ た 。」(河 野健 ご 『フ ラ ン

ス革命 小 史 』・1959年 ・94頁)。 膚

12)「 憲法 制定 議 会 の左 派 は ジ ャ ソ ・ジ ャ ックを読 んだ 。 彼 らは ル ソ ーを 賞讃 し,自 分 た

ち の前 で ル ソ ーが讃 美 され る のを許 した 」(Jaurさs,op.cit.,p.418)と い う。 こ こで

ジ ョ レスが 左 派 と よぶ ものは,中 道 左 派一 極 左 派 の 人 々で あ る。 ま た.本 文 の 中道 左

派 の部 分 を 参 照 。

13)第 一身 分 は133対114,第 二 身 分 は118対47で 決定(A.P.,t.8,p.27-28)。

14)5月6日 の マル ーエ(Malouet)の 発 言 に よれ ば 第 三 身 分 は両 特 権 身 分 が 「国民 議会

、
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し,特 権身分はこれに応ぜず,約 一 ヵ月にわたる折渉の後,第 三身分は,特 権
　の

身分の合流を招請 しつつ独力で資格審査を開始 し,6月17月 には自らを 「国民
エの

議会Assembl6eNationale」 と称す ることを決定 している。

第三身分のこうした動きに対 し,王 権は規制を加えようと試みたが,こ れに

対 し国民議会は6月20日,「 国民議会は王国の憲法を確定することを求め られ

ていることに鑑み」「王国の憲法が確固たる基礎の上に制定され確定され る ま

では決 して解散せず,周 囲の状況に応 じていかなる場所においても集会す る」

とい う,い わ ゆ る 「テ ニス ・コー トの 誓 い 」 を行 習 。 結 局,国 王 は これ に 屈 し,
　の ユ　ラ

特権身分が合同審理を拒否する理由としていだ命令的委任の無効を改めて宣言

した うえで,彼 らに対 し第三身分への合流を勧告 し,特 権身分 もこれにしたが

っ潔。こ うして 「国民議会」は全国民を代表するものとして名実 ともに成立 し

6月30日 に正式な活動を開始したのである。

三部会の国民議会への転化は 「法律革命r6volutionjuridique」 とよばれる

ものであるが,こ れによって,最 後まで未解決のまま残されていた表決方法の

問題は解消 された。国民議会においては,選 出母体による身分の差別は存在 し

ないため,表 決は当然頭数によるものとなるか らである。この帰結を,デ ラソ

ドルは次の ように評 している。

「三部会の国民議会への転化は,ア ンシャン ・レジームと絶対王制の,そ し

て様 々な政治的団体を身分によって構成 していた国民の社会機構の終焉を確認

Assembl6enationale」 の中 に 合流 して共 同 の資 格 審査 を 行 うこ とを希 望 し て い た

(A.P.,t.8,p。28)。 翌 日,第 三 身 分は 特 権 身 分 の 合 流 を待 つ こ とを決 議 した(ibid.,

P.30)。

15)6月10日 ・シ ーエ ス は,特 権 身 分に 対 す る最 後 の 召請 と,不 参 加 者 を 欠席 とみ な す 旨

の提 案 を 行 い,可 決 され た(ibid.,P.85)。 独 力 の 資格 審 査 は6月12日 に 開 始 され て

い る。 、

16)6月16日 の シ ー エ ス提 案 に基 づ くも ので,491対90で 可 決 された(ibid.,p.126-127)。

17)ム ー ニエ 提 案 に よる(ibid.,P.138)。

18)v.PierreDandurand,Lemandatimp6rat量f,1896,p.47ets.

19)D6clarationdurQi,dumard三23juin1789,art.6.(A.P.,t.8,p.143.)こ こで,

「陳 情 書 や 委 任 は 決 して強 制 的 な もの とみ な され 」 て は な らず 「議 決権 を もつ 代 議 士

の良 心 と 自由 な 見解 に 向け られ た単 な る教 示 以 上 の もの であ って は な らない 」 とされ

て い る。

20)A.P.,t.8,p.161-163.
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をの

す るものであった。国民は政治的に誕生し,主 権をかち取 ったのであるコと。

三部会の召集をめ ぐって実定法上獲i得されてきた 「議会は全国民 を 代 表 す

る」 とい う観念は,一 方に直接民主主義的要素を含む 「民主的」な 選 挙 制 度

を,他 方に命令的委任に対する否定的態度を生み出したQこ の二つの要素のい

ずれを,い かなる論拠で追求すべきかは,国 民議会を舞台として争われ ること

になるであろう。 また,議 会の審議 ・決定について獲得 された身分的差別の徹

廃 とい う成果を国政全般に及ぼ し,こ れを憲法とい う確固たる基礎の上に構築

する作業は,以 後,国 民議会を舞台として展開されることになるであろう。

(未完)

21)Deslandres,op.cit.,p.49.

追 記 本 稿 は1980年 度 文 部 省科 学 研 究 費補 助 金 ・奨 励 研究(A)に よる研 究 成 果 の一 部 で

あ る。


